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令和５年蘭越町議会第３回定例会会議録  

 

○開会及び閉会  

  令和５年  ９月１５日  

   開  会   午後  ３時２４分  

   閉  会   午後  ３時３５分  

 

○出席及び欠席議員の氏名  

  出席（１０名）  １番   佐々木雄三    ２番   北山  正一  

３番   淀谷   融    ５番   金安  英照  

６番   向山   博    ７番   難波  修二  

８番   赤石  勝子    ９番   栁谷   要  

１０番  永井   浩    １１番  熊谷  雅幸  

  欠席（なし）  

 

○会議録署名議員  

  ６番  向山   博   ７番  難波  修二  

 

○説明のために出席した者の職氏名  

  町  長       金   秀行   副町長       山内   勲  

教育長       小林  俊也   総務課長      渡辺   貢  

税務課長      名越  義博   住民福祉課長    福原  明美  

健康推進課長    山下  志伸   農林水産課長    田縁  幸哉  

建設課長      北山  誠一   商工労働観光課長  水上  昭広  

総務課参事     今野   満   農林水産課参事   木村  恭史  

  教育次長      梅本  聖孝    

   

○職務のため出席した事務局職員  

  事務局長   津村  智之     書  記   和田  慎一  

 

○議事日程  

  日程第１   認定第１号    令和４年度蘭越町一般会計歳入歳出  

                決算の認定について  

        認定第２号    令和４年度蘭越町奨学資金特別会計  
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                歳入歳出決算の認定について  

        認定第３号    令和４年度後志公平委員会特別会計  

                歳入歳出決算の認定について  

        認定第４号    令和４年度蘭越町地域振興事業特別  

                会計歳入歳出決算の認定について  

        認定第５号    令和４年度蘭越町国民健康保険特別  

                会計歳入歳出決算の認定について  

        認定第６号    令和４年度蘭越町後期高齢者医療特  

                別会計歳入歳出決算の認定について  

        認定第７号    令和４年度蘭越町介護保険サービス  

                事業特別会計歳入歳出決算の認定に  

                ついて  

        認定第８号    令和４年度蘭越町簡易水道事業特別  

                会計歳入歳出決算の認定について  

        認定第９号    令和４年度蘭越町農業集落排水事業  

                特別会計歳入歳出決算の認定につい  

                て  

        認定第１０号   令和４年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事  

                業特別会計歳入歳出決算の認定につ  

                いて  

        認定第１１号   令和４年度蘭越町特産品開発事業特  

                別会計歳入歳出決算の認定について  

  日程第２   報告第１号    健全化判断比率及び資金不足比率に  

                ついて  

日程第３   報告第２号    例月出納検査結果報告  

日程第４   承認第１号    閉会中の継続調査申出書（議会運営  

                委員会）  
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○議長（熊谷雅幸）  ただいまの出席議員は１０名であります。  

た だ ち に 本 日の 会議を開きま す。  

本 日 の 議 事 日程 は、お手元に配 布 して おりますの で、御了承願い ま

す。  

 

○議長（熊谷雅幸） 日 程 第 １ 、認 定第１号から認 定第１１号ま で令

和 ４ 年 度 蘭 越町 一 般 会計 及 び 各特 別 会計 歳 入 歳出 決 算 の認 定 に つ い

てを一括議題と いたします。  

決 算 特 別 委 員 会 委員長の報告 を求 めます。  

５ 番 金 安 議 員 。  

 

○ ５ 番 （ 金 安 英 照 ）  た だ い ま 一 括上 程 され ま した 、 認 定第 １ 号か

ら 認定 第 １ １号 ま で の 令 和 ４ 年度 蘭 越町 一 般 会計 及 び 各特 別 会 計 歳

入歳出決算の認 定について、 審査 結果を御報告い たし ます 。  

９ 月 １ ３ 日 に設 置 さ れ決 算 特 別 委 員 会に 付 託 され ま し た、 認 定 第

１ 号から認定第 １１号 までに つい て、本日、委員会を開催 し、提出さ

れ た決 算 書 及び 付 属 資料 に よ り、 予 算の 執 行 が効 果 的 かつ 適 正 に 処

理されているか 慎重に審査 を いた しました。  

そ の 結 果 、 令 和 ４ 年 度蘭 越 町 一 般 会 計及 び 各 特別 会 計 歳入 歳 出 決

算 は、 い ず れも 認 定 すべ き も のと 決 定い た し まし た の で、 御 報 告 申

し上げます。 以 上でございま す。  

 

○ 議 長 （ 熊 谷 雅幸 ）  以 上 で 委 員 長の報告を終わ ります。  

お 諮 り い た しま す。  

決 算 特 別 委 員会 の 構 成は 議 員 全 員 で あり ま す 。よ っ て 、た だ い ま

の 委員 長 報 告に 対 す る質 疑 、 討論 に つい て は 、省 略 し たい と 思 い ま

すが、 御異議 あ りませんか。  

（ 「 異 議 な し」 と呼ぶ者あり ）  

異 議 な し と 認め ます。  

よ っ て 、 質 疑、 討論は省略す るこ とに決定いたし ました。  

た だ ち に 採 決に 入ります。  

こ れ よ り 、 日程 第 １ 、 認 定 第 １ 号 か ら認 定 第 １１ 号 ま で 令 和 ４ 年

度 蘭越 町 一 般会 計 及 び各 特 別 会計 歳 入歳 出 決 算の 認 定 につ い て を 一

括 で 採決をいた します。  
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お 諮 り い た し ま す。  

決 算 は 委 員 長報 告のとおり認 定す ることに、御異議あ りませんか 。 

（ 「 異 議 な し」 と呼ぶ者あり ）  

異 議 な し と 認め ます。  

よ っ て 、 本 決算 は 委 員長 の 報 告 の と おり 認 定 する こ と に決 定 い た

しました。  

 

○議長（熊谷雅幸） 日 程 第 ２ 、報 告第１号健全化 判断比率及び 資金

不足比率につい て を議題とい たし ます 。  

 提 案 理 由 の 説 明を求めます 。  

 渡 辺 総 務 課 長 。  

 

○総務課長（渡辺貢）  ただいま上程されました、報告第１号健全化判

断比率及び資金不足比率について、御説明申し上げます。  

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、財政の健全

化や再生の必要性を判断するものとして、実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債費比率、将来負担比率の四つの財政指標を健全化判断比

率として定め、さらに、公営企業の経営の健全化を促す基準として資金

不足比率が定められております。  

なお、これらの指標につきましては、健全化法第３条の第１項の定め

で、毎年度、前年度の決算に基づき、監査委員の審査に付した上で、そ

の意見を付けて議会に報告し、公表することとなっております。  

また、この健全化判断比率が、早期健全化基準、財政再生基準を超え

ますと、一部起債の借入が制限されたり、健全化を図るための財政再生

計画を策定することになります。  

それでは、次のページの健全化判断比率について御説明いたします。  

はじめに、実質赤字比率についてでございますが、この比率は、普通

会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率でございます。  

本町の令和４年度普通会計の実質収支額は、３億６，８４３万９，０

００円の黒字で、実質赤字比率はマイナス比率となることから発生いた

しません。  

次に、連結実質赤字比率についてですが、これは普通会計に公営事業

の特別会計を合わせた連結数値の赤字の割合を示す比率でございます。  

本町の場合、普通会計に特別会計を合わせた全会計の実質収支額は、
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４億６９万９，０００円の黒字で、連結実質赤字比率もマイナス比率と

なることから発生いたしません。  

次に、実質公債費比率でございますが、１０．８％です。  

 実質公債費比率は、一般会計が負担する元利償還金、また、上下水道

事業等の公営企業や一部事務組合など、元利償還金に充てる一般会計か

らの繰出金などを加えた経費の標準財政規模を基本とした額に対する比

率で、過去３年間の平均値で示すこととされています。  

令和４年度は、令和３年度の実質公債費比率１１．４％と比較して、

０．６％の減少となっております。  

なお、早期健全化基準は２５．０％となっております。  

 次に、将来負担比率についてでございますが、この比率は、一般会計

等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率でござい

ますが、令和４年度は、令和３年度と同様、マイナス比率でござまし

て、将来負担比率は発生いたしません。公共施設整備基金をはじめとす

る各種基金の充実が主な要因となります。  

なお、早期健全化基準は３５０％となっております。  

 次に、資金不足比率について御説明いたします。  

 資金不足比率は、公営企業における、資金不足額の営業収益などに対

する比率でございますが、本町においては、簡易水道事業、農業集落排

水事業、幽泉閣事業と全会計余剰額がありまして、資金不足比率は発生

いたしません。  

また、経営健全化基準は２０％となっております。  

なお、監査委員の審査は、８月３１日に実施いただいておりまして、

審査意見書も併せて添付しております。  

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条

第１項の規定により議会に報告するものです。  

 以上で説明を  

終わります。  

 

○ 議 長 （ 熊 谷 雅幸 ）  こ れ を も っ て報告を終わり ます。  

 

○ 議 長 （ 熊 谷 雅幸 ）  日 程 第 ３ 、 報告 第 ２ 号 例 月 出納 検 査結 果 報告

に つい て 、 代表 監 査 委員 か ら 報告 が あり ま し たの で 、 その 写 し を お

手元に配布いた しましたので 、御 了承願います。  
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○ 議 長 （ 熊 谷 雅 幸 ）  日 程 第 ４ 、 承認 第 １号 閉 会中 の 継 続調 査 申出

書 を議題といた します。  

議 会 運 営 委 員長 か ら 会議 規 則 第 ７ ５ 条の 規 定 によ り 、 本会 議 の 会

期 日程 等 、 議会 の 運 営に 関 す る事 項 につ い て 、閉 会 中 の継 続 調 査 の

申出がありまし た。  

お 諮 り い た しま す。  

 議 会 運 営 委 員 長 か ら申 出 の とお り 、閉 会 中 の継 続 調 査と す る こ と

に御異議ありま せんか。  

（ 「 異 議 な し」 と呼ぶ者あり ）  

異 議 な し と 認め ます。  

よ っ て 、 委 員長 か ら 申出 の と お り 、 調査 終 了 まで 閉 会 中の 継 続 調

査とすることに 決定いたしま した 。  

 

○議長（熊谷雅幸）  以上をもって、本定例会に付議された案件の審議

は、全部終了いたしました。  

こ れ に て 、 令和 ５ 年第３回蘭 越町 議会定例会を閉 会いたします 。  

 

午後  ３時３５分  閉会  

 


